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参加
募集

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
と
は
、
災
害

が
発
生
し
た
時
に
、
自
力
で
避
難
す

る
こ
と
が
難
し
い
人
に
つ
い
て
、
事
前
に
住

所
や
氏
名
、
年
齢
な
ど
の
情
報
を
地
域
の
民

生
委
員
や
区
・
自
治
会
、
消
防
団
や
警
察
な

ど
に
提
供
す
る
も
の
で
す
。

　

災
害
時
の
避
難
支
援
に
利
用
す
る
ほ
か
、

平
常
時
の
安
否
確
認
・
見
守
り
の
仕
組
み
を

整
え
る
た
め
に
、
情
報
提
供
に
つ
い
て
対
象

者
の
同
意
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

　
速
や
か
な
避
難
の
た
め
に
必
要
な
情
報
で

す
。
申
請
書
の
提
出
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

●
現
在
、
次
の
条
件
に
該
当
す
る
人
に
登
録

申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

町
に
在
住
し
、
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
人
で

①
75
歳
以
上
の
み
の
世
帯
の
人

②
介
護
保
険
の｢

要
介
護
３
以
上｣

の
人

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
も
し
く
は
２
級
を

　
所
持
す
る
人

④
療
育
手
帳
Ａ
を
所
持
す
る
人

⑤
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
も
し
く

　
は
２
級
を
所
持
す
る
人

⑥
町
の
生
活
支
援
を
受
け
て
い
る
難
病
患
者

⑦
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
災
害
時
の
避
難
に

　
支
援
が
必
要
な
人

　
※
申
請
書
の
送
付
が
な
い
場
合
で
も
、
登

　
　
録
を
希
望
す
る
人
は
、
お
問
い
合
わ
せ

　
　
く
だ
さ
い
。

一緒に歌って国際交流　クワイア・ワークショップ
◦申し込み・問い合わせ　役場総務課　地域づくり推進係　　☎ 096（293）3111

◦申し込み・問い合わせ　役場福祉課　福祉係　　☎ 096（293）3510

避難行動要支援者名簿に登録を災害
支援

ア
メ
リ
カ
の
姉
妹
都
市
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン

グ
ズ
市
の
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
大
学

で
、
声
楽
と
バ
イ
オ
リ
ン
を
、
同
大
学
院
で

は
教
育
学
を
学
ん
だ
町
国
際
交
流
員
の
マ

シ
ュ
ー
・
サ
イ
バ
ー
ト
さ
ん
が
、
英
語
と
歌

を
教
え
ま
す
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
合
唱
団（
ク
ワ

イ
ア
）を
作
っ
て
歌
う
の
が
目
標
で
す
。

　
熊
本
地
震
復
興
の
思
い
を
こ
め
る
合
唱
歌

を
選
び
、
集
ま
っ
た
皆
さ
ん
の
意
見
も
取
り

入
れ
な
が
ら
歌
の
練
習
を
す
る
予
定
で
す
。

　
歌
う
こ
と
が
好
き
な
人
、
英
語
に
興
味
が

あ
る
人
な
ど
、
小
学
生
以
上
の
人
な
ら
誰
で

も
参
加
で
き
ま
す
。
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

●
日
時　
8
月
25
日（
金
）午
後
７
時
か
ら

●
場
所　
大
津
地
区
公
民
館
分
館

　
　
　
　
研
修
室
１・２

●
対
象　
小
学
生
以
上

●
申
込
期
限　
8
月
21
日（
月
）

◦申し込み・問い合わせ　下の問い合わせ先にお願いします

障害のある人を対象にした職業訓練職業
訓練

①【
パ
ソ
コ
ン
基
礎
科
】

●
対
象
者　

身
体（
聴
覚
・
下
肢
・
内
部
）、

精
神
、
発
達
、
難
病
、
高
次
脳
機
能
障
害
。

●
定
員　
6
人

●
内
容　
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
を
通
じ
て
実
践

的
能
力
を
養
い
、
パ
ソ
コ
ン（
ワ
ー
ド
・
エ

ク
セ
ル
・
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
）の
資
格
習
得

を
目
指
す
。

●
募
集
期
限　
８
月
31
日（
木
）

●
訓
練
期
間　

　
10
月
３
日（
火
）～
12
月
27
日（
水
）

●
経
費　
テ
キ
ス
ト
代（
１
０
，
０
４
４
円
）

●
場
所　
（
株
）総
合
プ
ラ
ン
ト（
熊
本
市
中

央
区
神
水
）

②【
ビ
ジ
ネ
ス
技
能
資
格
取
得
科
】

●
対
象
者　

身
体（
上
肢
・
下
肢
・
内
部
）、

精
神
、
発
達
、
難
病
。

●
定
員　
５
人

●
内
容　
企
業
で
求
め
ら
れ
る
パ
ソ
コ
ン
技

能
を
習
得
し
、
資
格
取
得
を
目
指
す
。

●
募
集
期
限　
８
月
31
日（
木
）

●
訓
練
期
間　

　
10
月
２
日（
月
）～
12
月
27
日（
水
）

●
経
費　
テ
キ
ス
ト
代（
６
，
４
８
０
円
）

●
場
所　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
イ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
く
ま
も
と（
熊
本
市
中
央
区
水
前
寺
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
菊
池　
※
①
の
み

　
☎
０
９
６
８（
２
４
）８
６
０
９

　
熊
本
県
立
高
等
技
術
専
門
学
校　
※
①
②

☎
０
９
６（
３
７
８
）０
１
２
１

食育
講座

国
土
交
通
省
が
国
道
57
号
北
側
復
旧
ル

ー
ト
の
高
尾
野
地
区
で
道
路
ボ
ッ
ク

ス
設
置
工
事
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
工
事
に
よ
り
町
道
新
小
屋
桜
山
線

（
清
正
公
道
）の
道
路
切
り
回
し
を
行
い
ま
す

の
で
、
通
行
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
工
事
期
間
中
、
大
型
車
両
に
よ
る
土

砂
運
搬
、
資
材
の
搬
入
な
ど
で
同
道
路
を
利

用
し
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
近
隣
住
民
の
皆

さ
ん
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
工
事
内
容

道
路
ボ
ッ
ク
ス
設
置
・
道
路
切
り
回
し
造
成

●
工
事
場
所　
町
道
新
小
屋
桜
山
線　
高
尾

野
地
区（
左
地
図
参
照
）

●
工
事
期
間（
予
定
）

　
８
月
５
日（
土
）～
12
月
20
日（
水
）

　
※
期
間
は
延
び
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

大津町食生活改善推進協議会「おやこピザ作り教室」
◦申し込み・問い合わせ　大津町食生活改善推進協議会　事務局（町子育て・健診センター内）　☎ 096（294）1075

◦問い合わせ　国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所　☎ 096（382）1242

北側復旧ルート（高尾野地区）の工事のお知らせ工事
案内

食
事
の
時
間
は
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
食
べ

か
た
や
食
事
の
マ
ナ
ー
な
ど
好
ま
し

い
食
習
慣
を
身
に
つ
け
る
機
会
で
す
。
大
津

町
食
生
活
改
善
協
議
会
で
は
、
食
べ
る
こ
と

の
大
切
さ
を
学
び
、
好
き
嫌
い
を
少
し
で
も

な
く
す
た
め
に「
お
や
こ
ピ
ザ
作
り
教
室
」を

開
催
し
ま
す
。

　
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時　
８
月
26
日（
土
）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
正
午

●
場
所　
地
域
活
性
瀬
田
人
の
会

　
　
　
　
（
大
津
東
小
近
く
水
車
野
菜
販
売
所
）

●
対
象
者　
町
内
在
住
の
子
ど
も
が
年
長
か

ら
小
学
生
ま
で
の
親
子

●
定
員　
15
組
程
度

●
講
師　
大
津
町
食
生
活
改
善
推
進
員

●
参
加
費　
２
０
０
円（
保
険
料
含
む
）

●
持
っ
て
く
る
物　

　
・
エ
プ
ロ
ン

　
・
三
角
巾

　
・
水
分
補
給
の
飲
み
物

●
申
込
期
限　
８
月
18
日（
金
）

◦申し込み・問い合わせ　県県北広域本部　課税課　☎ 0968（25）4325

不動産取得税（県税）をご存知ですか？税

道路切り回し道路切り回し

工事場所

家
を
新
築
し
た
場
合
や
、
新
し
く
不
動

産
を
取
得
し
た
場
合
、
不
動
産
取
得

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
不
動
産
取
得
税
は
、不
動
産（
土
地・家
屋
）

の
取
得
に
対
し
て
、
そ
の
不
動
産
の
取
得
者

に
一
度
だ
け
課
税
さ
れ
る
県
の
税
金
で
す
。

●
税
額
の
計
算
方
法

　
【
不
動
産
の
価
格
】×【
税
率
】＝【
税
額
】

※
不
動
産
の
価
格（
課
税
標
準
額
）と
は
、
不

動
産
の
購
入
価
格
や
建
築
工
事
費
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
取
得
時
の
市
町
村
の
固
定
資

産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
で

す
。
た
だ
し
、
新
築
の
場
合
な
ど
は
、
県

ま
た
は
市
町
村
の
調
査
に
よ
り
評
価
し
た

価
格
で
す
。

●
税
率

　
住
宅
、
土
地
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
％

　
住
宅
以
外
の
家
屋（
工
場
、
倉
庫
な
ど
）…
４
％

●
軽
減
措
置

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
課
税
さ
れ
る
不
動

産
取
得
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
①
取
得
し
た
住
宅
ま
た
は
住
宅
用
土
地
が

軽
減
要
件
に
該
当
す
る
場
合
。

　
②
災
害
な
ど
に
よ
り
取
得
し
た
不
動
産
が

半
壊
以
上
の
被
害
を
受
け
た
後
、
そ
の

不
動
産
に
つ
い
て
不
動
産
取
得
税
が
課

税
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
、
被
害
を
受

け
た
人
が
代
わ
り
の
不
動
産
を
３
年
以

内
に
取
得
し
た
場
合
。

　

※
軽
減
に
つ
い
て
は
要
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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